
魏
巫
日
の
明
堂
改
制
論
と
王
粛
の
五
帝
説

南
澤
良
彦

序

　

明
堂
は
古
來
聚
訟
極
ま
り
な
い
問
題
で
あ
る
。
漢
代
と
南
北
朝
惰
唐
時
代
と
は
そ
の
頂
黙
を
爲
す
二
つ
の
時
代
で
あ
り
、
経
學
と
政
治

と
の
雨
方
の
領
域
に
於
い
て
彪
大
な
公
的
乃
至
私
的
の
記
録
が
遺
さ
れ
、
研
究
者
は
そ
れ
ら
の
資
料
を
精
査
し
、
債
値
を
吟
味
し
て
明
堂

問
題
に
關
す
る
種
種
の
言
説
を
著
し
た
。
一
方
、
魏
昔
時
代
は
そ
の
前
後
の
時
代
に
比
べ
て
資
料
は
多
く
は
な
く
、
一
見
す
る
限
り
、
紛

糾
す

る
論
黙
に
乏
し
く
、
こ
の
時
代
の
明
堂
の
問
題
は
容
易
に
解
明
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。

　
實
際
、
魏
音
時
代
の
明
堂
を
巡
っ
て
は
、
明
堂
の
諸
問
題
中
最
も
議
論
が
費
や
さ
れ
る
課
題
の
一
つ
で
あ
る
祭
祀
圏
象
の
問
題
さ
え
も
、

甚
だ
簡
潔
に
記
述
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
魏
の
明
堂
は
漢
と
同
じ
く
五
帝
を
祭
祀
封
象
と
し
、
西
晋
初
に
魏
の
王
粛
説
に
基
づ
い
て
そ
れ

を
昊
天
上
帝
に
改
め
た
が
、
摯
虞
の
上
奏
に
よ
っ
て
五
帝
に
戻
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
『
宋
書
』

・

『
後
漢
書
』
・
『
晋
書
』
等
の
歴
代
正
史
に
基
づ
い
て
お
り
、
私
も
こ
れ
ま
で
の
論
考
に
於
い
て
そ
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
て
き
た
〔
。
し

か

し
な
が
ら
、
こ
の
記
述
は
實
の
と
こ
ろ
著
し
く
不
正
確
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
漢
と
魏
と
で
は
五
帝
の
實
質
が
異
な
る
。
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第
二
に
、
王
粛
説
に
よ
れ
ば
明
堂
の
祭
祀
封
象
は
昊
天
上
帝
で
は
な
い
。
第
三
に
、
摯
虞
は
軍
純
に
魏
の
明
堂
の
祭
祀
封
象
で
あ
る
五
帝

に

戻
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
経
學
に

於

い
て

五
帝
の
問
題
は
経
學
史
上
明
堂
の
問
題
と
拉
び
紛
糾
を
極
め
た
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
明
堂
の
問
題
と
五
帝
の
問
題
と

は
等

し
く
鄭
玄
・
王
粛
雨
學
派
の
論
事
の
焦
黙
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
堂
の
祭
祀
封
象
と
し
て
の
五
帝
の
問
題
に
つ
い
て
王
粛
は
複
雑

で
重

層
的
な
所
説
を
唱
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
從
來
の
多
く
の
研
究
で
は
王
粛
の
鄭
玄
の
感
生
帝
説
と
六
天
説
と
に
封
す
る
激
し
い
批

判
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
王
粛
の
五
帝
説
に
封
す
る
周
到
な
研
究
を
怠
っ
て
き
た
た
め
に
、
右
の
よ
う
な
誤
謬
を
招
き
や
す
い
記
述
が
看
過

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
考
は
そ
れ
ら
へ
の
反
省
を
踏
ま
え
、
王
粛
の
五
帝
説
を
正
確
に
分
析
し
て
、
魏
晋
の
明
堂
改
制
論
を
再
検
討
し
、
漢
代
と
南
北
朝

惰
唐
時
代
と
の
間
の
重
要
な
連
環
を
爲
す
魏
巫
日
の
明
堂
論
の
意
義
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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魏
晋
の

明
堂
改
制
論
と
五
帝
説

魏
の

明
堂
に
つ
い
て
、
『
宋
書
』
禮
志
三
は
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
。

魏
文
帝
黄
初
二
年
（
二
二
一
）
正
月
、
郊
祀
天
・
地
・
明
堂
。
是
時
魏
都
洛
京
、
而
神
祇
・
兆
域
・
明
堂
．
塞
毫
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

…
…
明
帝
太
和
元
年
（
二
二
七
）
正
月
丁
未
、
郊
祀
武
皇
帝
以
配
天
、
宗
祀
文
皇
帝
於
明
堂
以
配
上
帝
、
。

皆
因
漢
奮
事
。



す

な
わ
ち
、
魏
は
後
漢
か
ら
受
縄
し
、
洛
陽
を
首
都
と
し
た
た
め
、
當
初
は
他
の
祭
祀
と
同
様
に
、
後
漢
の
禮
制
建
築
を
そ
の
ま
ま
継
績

利

用
し
て
明
堂
祭
祀
を
行
っ
た
が
、
明
帝
の
太
和
元
年
に
文
帝
を
宗
祀
し
て
上
帝
に
配
食
し
た
の
で
あ
る
。

　
後
漢
洛
陽
で
の
明
堂
祭
祀
は
、
『
後
漢
書
』
（
『
績
漢
書
』
）
祭
祀
志
中
に

明
帝
即
位
、
永
平
二
年
（
五
九
）
正
月
辛
未
、
初
祀
五
帝
於
明
堂
、

南
郊
之
位
。
光
武
帝
位
在
青
帝
之
南
少
退
、
西
面
、
。

光
武
帝
配
。
五
帝
坐
位
堂
上
、
各
虞
其
方
。
黄
帝
在
未
、
皆
如

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
五
帝
を
祭
祀
封
象
と
し
、
光
武
帝
を
配
食
し
た
。
文
中
に
「
黄
帝
」
・
「
青
帝
」
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
通

り
、
こ
の
五
帝
は
、
青
・
赤
・
黄
・
白
・
黒
の
五
色
で
表
現
さ
れ
た
五
方
向
の
帝
（
五
方
帝
）
で
あ
り
、
具
髄
的
に
は
『
禮
記
』
月
令
等

に
見
え
る
大
峰
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
腺
・
頴
項
の
五
人
帝
だ
と
さ
れ
る
、
。
魏
初
は
こ
の
後
漢
の
制
度
を
縫
承
し
、
明
堂
に
は
五
人
帝
が

祭
祀
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
太
和
元
年
の
改
制
は
一
見
、
軍
に
文
帝
の
配
食
を
加
増
し
た
だ
け
の
よ
う
だ
が
、
實
は
そ
れ
以
上
に
重
大
な
饗

更
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
祭
祀
封
象
の
愛
更
で
あ
る
。

　

『
宋
書
』
禮
志
の
「
郊
祀
武
皇
帝
以
配
天
、
宗
祀
文
皇
帝
於
明
堂
以
配
上
帝
」
の
一
文
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
孝
経
』
聖
治
章
の
「
昔

者
周
公
郊
祀
后
稜
以
配
天
、
宗
祀
文
王
於
明
堂
以
配
上
帝
。
」
を
典
擦
と
す
る
。
後
漢
の
鄭
玄
（
一
二
七
～
二
〇
〇
）
は
、
こ
れ
を
「
『
孝

経
』
日
『
郊
祀
后
稜
以
配
天
』
配
霊
威
仰
也
。
『
宗
祀
文
王
於
明
堂
以
配
上
帝
』
汎
配
五
帝
也
」
（
と
解
繹
す
る
。
璽
威
仰
は
緯
書
等
が
主

唱
し
鄭
玄
が
信
奉
す
る
感
生
帝
説
に
登
場
す
る
太
微
五
帝
の
一
柱
で
あ
り
、
「
汎
配
五
帝
」
と
は
璽
威
仰
に
だ
け
で
は
な
く
五
帝
（
太
微

五
帝
）
に
あ
ま
ね
く
配
す
る
の
意
で
あ
る
。
魏
の
明
帝
期
の
改
制
は
高
堂
隆
（
？
～
二
三
七
）
が
主
導
し
た
と
さ
れ
（
、
彼
は
鄭
玄
學
の
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信
奉
者
で

あ
っ
た
か
ら
、
上
帝
は
大
峰
以
下
の
五
人
帝
で
は
な
く
、
璽
威
仰
等
の
太
微
五
帝
を
指
す
と
す
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
魏
の

明
堂
の
祭
祀
封
象
は
五
人
帝
か
ら
太
微
五
帝
（
五
天
帝
）
に
饗
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
魏
晋

交
代
後
、
武
帝
は
泰
始
二
年
（
二
六
六
）
に
明
堂
制
度
を
含
む
大
規
模
な
禮
制
改
革
を
行
っ
た
。
『
宋
書
』
禮
志
三
は
次
の
よ
う

に

記
載
す
る
。

泰
始
二
年
正

月
、
詔
日
、
「
有
司
前
奏
郊
祀
権
用
魏
禮
。
朕
不
慮
改
作
之
難
、
今
便
爲
永
制
。
衆
議
紛
互
、
遂
不
時
定
、
不
得
以
時

供
饗
神
祀
、
配
以
祖
考
、
日
夕
歎
企
、
販
食
忘
安
。
其
便
郊
祀
。
」
時
華
臣
又
議
、
「
五
帝
即
天
也
。
五
氣
時
異
、
故
殊
其
號
。
難
名

有
五
、
其
實
一
神
。
明
堂
・
南
郊
、
宜
除
五
帝
之
坐
。
五
郊
改
五
精
之
號
、
皆
同
禰
昊
天
上
帝
、
各
設
一
坐
而
已
。
北
郊
又
除
先
后

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

配
祀
。
」
帝
悉
從
之
。
二
月
丁
丑
、
郊
祀
宣
皇
帝
以
配
天
、
宗
祀
文
皇
帝
於
明
堂
以
配
上
帝
、
。
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群

臣
の
議
論
の
要
黙
は
、
魏
の
明
堂
等
で
祭
祀
し
た
五
帝
は
、
實
は
天
（
昊
天
上
帝
）
だ
か
ら
、
晋
で
は
昊
天
上
帝
の
み
を
祭
祀
す
べ
き

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「
五
帝
即
天
也
。
五
氣
時
異
、
故
殊
其
號
。
錐
名
有
五
、
其
實
一
神
。
」
と
は
如
何
な
る
論
理
で
あ
る
の
か
。

泰
始
二
年
正

月
の
時
黙
で
晋
の
明
堂
等
で
祭
祀
さ
れ
る
五
帝
は
五
天
帝
だ
か
ら
、
そ
れ
が
即
ち
天
で
あ
る
と
い
う
の
は
正
し
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
鄭
玄
説
で
は
、
五
天
帝
は
五
柱
の
濁
立
し
た
天
神
で
あ
っ
て
一
神
で
は
な
く
、
昊
天
上
帝
と
同
一
で
も
な
い
。
當
時
知
ら
れ
て

い
た

禮
説
の

中
で
、
天
は
唯
一
で
あ
り
、
そ
れ
が
昊
天
上
帝
を
指
す
と
す
る
も
の
の
最
右
翼
は
王
粛
説
で
あ
る
。

　
魏
の

王
粛
（
一
九
五
～
二
五
六
）
は
、
魏
王
朝
創
業
の
功
臣
王
朗
の
子
と
し
て
官
界
入
り
し
、
明
帝
期
の
晩
年
か
ら
ち
ょ
う
ど
高
堂
隆

と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
禮
制
の
議
論
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
っ
た
學
者
官
僚
で
あ
る
。
司
馬
鎌
（
晋
の
宣
帝
）
と
姻
戚
關
係
を
結
び
、
晋



の
武
帝

（
司
馬
炎
）
は
外
孫
で
あ
る
。
彼
の
學
問
的
立
場
は
徹
底
し
た
反
鄭
玄
學
で
あ
り
、
五
帝
や
天
に
關
す
る
所
論
も
鄭
玄
の
そ
れ
と

は

異
な
り
、
太
微
五
帝
や
感
生
帝
説
を
完
全
否
定
す
る
〔
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
粛
説
で
は
、
天
は
至
尊
唯
一
の
昊
天
上
帝
を
指
す
と
は

い

え
、
一
般
的
理
解
で
は
五
帝
は
大
峰
以
下
の
五
人
帝
を
指
す
と
さ
れ
（
、
晋
初
の
群
臣
が
王
粛
説
に
從
っ
て
、
五
帝
即
ち
天
だ
と
考
え

た

と
速
断
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
王
粛
説
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
彼
ら
の
理
解
が
全
く
の
的
外
れ
で
は
な
い

こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

二
　

王
粛
の
五
帝
説

　
王
粛
説

を
検
討
す
る
前
に
、
鄭
玄
説
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。

其
祖
配
之
。
」
の
條
に
次
の
よ
う
に
注
す
る
。

鄭

玄
は
『
禮
記
』
大
傳
「
禮
不
王
不
締
。
王
者
締
其
祖
之
所
自
出
、
以

・ 110・

凡
大
祭
日
締
。
自
由
也
。
大
祭
其
先
祖
所
由
生
謂
郊
、
祀
天
也
。
王
者
之
先
祖
、
皆
感
大
微
五
帝
之
精
以
生
。
蒼
則
霊
威
仰
、
赤
則

赤
標
怒
、
黄
則
含
橿
紐
、
白
則
白
招
拒
、
黒
則
汁
光
紀
。
皆
用
正
歳
之
正
月
、
郊
祭
之
。
蓋
特
尊
焉
。
『
孝
経
』
日
「
郊
祀
后
稜
以

配
天
」
配
璽
威
仰
也
。
「
宗
祀
文
王
於
明
堂
以
配
上
帝
」
汎
配
五
帝
也
（
。

鄭

玄
説
の
基
づ
く
思
想
は
い
わ
ゆ
る
感
生
帝
説
で
あ
り
、
帝
王
の
始
祖
は
皆
星
界
の
太
微
中
の
五
帝
坐
星
に
い
る
太
微
五
帝
の
精
、
す
な



わ

ち
蒼
（
青
）
帝
璽
威
仰
・
赤
帝
赤
怒
・
黄
帝
含
橿
紐
・
白
帝
白
招
拒
・
黒
帝
汁
光
紀
に
感
慮
し
て
生
ま
れ
る
。
郊
祭
で
は
帝
王
は
各
自

の
感
生
帝
を
祭
祀
す
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
。

　
王
粛
は
こ
の
鄭
玄
説
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
れ
に
封
す
る
批
判
の
形
で
『
聖
讃
論
』
に
於
い
て
次
の
よ
う
に
自
説
を
展
開
す
る
。

　
　
案
『
易
三
帝
出
乎
震
」
・
震
東
方
」
ρ
生
萬
物
之
初
肇
者
制
之
初
以
木
徳
王
天
下
非
謂
木
精
之
所
生
五
帝
皆
幕

　
　
之
子
孫
、
各
改
號
代
饗
、
而
以
五
行
爲
次
焉
。
何
大
微
之
精
所
生
乎
。

　
　
又
郊
祭
、
鄭
玄
云
、
「
祭
感
生
之
帝
」
、
唯
祭
一
帝
耳
。
『
郊
特
牲
』
、
何
得
云
「
郊
之
祭
、
大
報
天
而
主
日
」
。
又
天
唯
一
而
已
、
何

　
　
得
有
六
。

　
　
又

『家
語
』
云
、
「
季
康
子
問
五
帝
。
孔
子
日
、
『
天
有
五
行
、
木
火
金
水
及
土
。
四
分
時
化
育
、
以
成
萬
物
。
其
神
謂
之
五
帝
。
』
」

　
　
是
五
帝
之
佐
（
也
、
猶
三
公
輔
王
。
三
公
可
得
稻
王
輔
、
不
得
稻
天
王
。
五
帝
可
得
稻
天
佐
、
不
得
稻
上
天
。
而
鄭
云
以
五
帝
爲
璽

　
　
威
仰
之
属
、
非
也
、
。

右
の
所
説
は
『
孔
子
家
語
』
五
帝
篇
の
記
述
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
行
論
の
便
宜
の
た
め
、
必
要
箇
所
を
引
用
す
る
（
。
魯
の

季
康
子
に
五
帝
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
孔
子
が
次
の
よ
う
に
語
り
出
す
。
括
弧
内
は
王
粛
注
で
あ
る
。

孔
子

日
、
昔
丘
也
聞
諸
老
脂
、
日
、
天
有
五
行
、
木
火
金
水
土
（
。

佐
天
生
物
者
。
後
世
、
識
緯
皆
爲
之
名
字
、
亦
爲
妖
怪
妄
言
。
）

分
時
化
育
、
以
成
萬
物
。
其
神
謂
之
五
帝
。
（
五
帝
、
五
行
之
神
、

．
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古

之
王
者
、
易
代
而
改
號
、
取
法
〔
五
行
。
五
行
更
王
、
終
始
相
生
、
亦
象
其
義
。
（
法
五
行
更
王
、
終
始
相
生
、
始
以
木
徳
王
天
下
、

其
次
以
生
之
行
轄
相
承
。
而
諸
説
乃
謂
、
五
精
之
帝
、
下
生
王
者
、
其
爲
蔽
惑
、
無
可
言
者
也
。
）

故
其
爲
明
王
者
、
而
死
配
五
行
。
是
以
太
晦
配
木
、
炎
帝
配
火
、
黄
帝
配
土
、
少
腺
配
金
、
頴
項
配
水
。

康
子

日
、
太
腺
氏
、
其
始
之
木
何
如
。
孔
子
日
、
五
行
用
事
、
先
起
於
木
。
木
東
方
、
萬
物
之
初
皆
出
焉
。
是
故
王
者
則
之
、
而
首

以
木
徳
王
天
下
、
其
次
則
以
所
生
之
行
、
轄
相
承
也
。

康
子

日
、
吾
聞
、
勾
芒
爲
木
正
、
祝
融
爲
火
正
、
尊
牧
爲
金
正
、
玄
冥
爲
水
正
、
后
土
爲
土
正
。
此
五
行
之
主
、
而
不
齪
稻
日
帝
者

何

也
。
夫
子
日
、
凡
五
正
者
、
五
行
之
官
名
。
五
行
佐
成
上
帝
而
稻
五
帝
。
太
峰
之
属
配
焉
、
亦
云
帝
、
從
其
號
。
（
天
至
尊
、
物

不

可

以

同
其
號
、
亦
兼
稻
上
帝
。
上
得
包
下
、
。
五
行
佐
成
天
事
、
謂
之
五
帝
。
以
地
有
五
行
而
其
精
神
在
上
、
故
亦
爲
之
上
帝
、
。

黄
帝
之
属
、
故
亦
稻
帝
、
蓋
從
天
五
帝
之
號
。
故
王
者
錐
號
稻
帝
、
而
不
得
稻
天
帝
、
而
日
天
子
者
、
而
天
子
與
父
、
其
尊
卑
相
去

遠
　
。
日
天
王
者
、
言
乃
天
下
之
王
也
。
）

昔
少
腺
氏
之
子
有
四
叔
、
日
重
、
日
該
、
日
脩
、
日
煕
。
實
能
金
木
及
水
。
使
重
爲
勾
芒
、
該
爲
薄
牧
、
脩
及
煕
爲
玄
冥
。
頴
項
氏

之

子

日
黎
、
爲
祝
融
。
共
工
氏
之
子
日
勾
龍
、
爲
后
土
。
此
五
者
、
各
以
其
所
能
業
爲
官
職
。
（
各
以
一
行
之
官
爲
職
業
之
事
。
）

生

爲
上
公
、
死
爲
貴
神
。
別
稻
五
祀
、
不
得
同
帝
。
（
五
祀
上
公
之
神
、
故
不
得
稻
帝
也
。
其
序
、
則
五
正
不
及
五
帝
、
五
帝
不
及

天

地
。
而
不
知
者
以
祭
禮
（
爲
祭
地
、
不
亦
失
之
遠
　
。
且
土
與
水
火
、
倶
爲
五
行
、
是
地
之
子
也
。
以
子
爲
母
、
不
亦
顛
倒
、
失

尊
卑
之
序
。
）

『
聖
讃
論
』
の
検
討
に
戻
れ
ば
、
王
粛
は
、
第
一
段
落
で
は
帝
王
の
最
初
と
さ
れ
る
大
峰
や
『
史
記
』
五
帝
本
紀
や
『
孔
子
家
語
』
五
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帝
徳
篇
に

登
場
す

る
五
帝
で
あ
る
黄
帝
・
頴
項
・
帝
馨
・
尭
・
舜
が
帝
王
と
な
っ
た
の
は
五
行
の
徳
に
適
っ
て
い
た
か
ら
で
、
太
微
五
帝

の
精
の

直
接
的
關
與
は
な
か
っ
た
と
し
て
感
生
帝
説
を
否
定
す
る
。
第
二
段
落
で
は
鄭
玄
の
経
注
間
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
六
天
説
を
否
定

し
て
唯
一
天
説
を
主
張
す
る
。
第
三
段
落
で
は
『
孔
子
家
語
』
五
帝
篇
に
依
撞
し
つ
つ
、
五
帝
1
1
五
行
神
説
を
展
開
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
所
説
の
う
ち
、
注
目
す
べ
き
は
最
後
の
五
帝
1
1
五
行
神
説
で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、
從
來
一
般
的
に
は
、
王
粛
は
五
帝
1
1
五

人

帝
説
の
信
奉
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
孔
子
家
語
』
五
帝
篇
に
「
天
有
五
行
、
…
…
其
神
謂
之
五
帝
」
と
記
さ

れ
、
王
粛
は
こ
れ
に
「
五
帝
、
五
行
之
神
」
と
注
記
し
て
、
五
帝
1
1
五
行
神
と
明
確
に
定
義
す
る
。
王
粛
は
ま
た
、
こ
の
五
行
神
で
あ
る

五
帝
を
「
天
五
帝
」
と
呼
ん
で
、
五
人
帝
と
固
別
す
る
。
天
の
定
義
は
『
孔
子
家
語
』
本
文
に
は
な
い
が
、
王
粛
注
で
は
、
「
天
至
尊
、

物
不
可
以

同
其
號
。
亦
兼
稻
上
帝
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
天
は
至
尊
唯
｝
で
あ
り
、
天
の
稻
號
を
掲
占
し
、
他
物
は
天
を
別
稻
と
し
て
用

い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
天

と
五
帝
（
五
行
神
）
と
の
關
係
は
、
『
孔
子
家
語
』
本
文
に
は
「
（
五
行
）
分
時
化
育
、
以
成
萬
物
」
、
「
五
行
佐
成
上
帝
而
稻
五
帝
」

と
記
さ
れ
、
王
粛
注
で
は
、
「
五
行
之
神
、
佐
天
生
物
者
」
、
「
五
行
佐
成
天
事
、
謂
之
五
帝
」
と
記
さ
れ
る
。
五
行
は
天
に
属
し
、
天
の

事
業
、
す
な
わ
ち
萬
物
の
生
成
を
補
佐
し
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
以
地
有
五
行
而
其
精
神
在
上
、
故
亦
爲
之
上
帝
」

の

一
文
は
難
解
だ
が
、
後
文
の
「
且
土
與
火
水
、
倶
爲
五
行
、
是
地
之
子
也
」
を
参
考
に
す
れ
ば
、
五
行
は
地
に
属
す
る
が
、
そ
の
精
神

は
天
上
に

あ
る
が
故
に
ま
た
上
帝
と
さ
れ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
地
に
は
五
行
の
本
髄
が
属
し
、
天
に
は
五
行
の
精
神

が

属
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。

　

『
聖

誰
論
』
の
「
木
精
之
所
生
」
・
「
大
微
之
精
所
生
」
、
『
孔
子
家
語
』
注
の
「
五
精
之
帝
」
の
「
精
」
は
こ
の
「
其
（
‖
五
行
）
精
神
」

の

「
精
」
で
あ
ろ
う
。
王
粛
は
、
五
行
神
で
あ
る
五
帝
に
識
緯
が
璽
威
仰
等
の
名
前
を
つ
け
た
こ
と
に
は
「
亦
爲
妖
怪
妄
言
」
と
非
難
し
、
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五

精
之
帝
が
直
接
王
者
を
生
ず
る
と
す
る
感
生
帝
説
に
は
「
其
爲
蔽
惑
、
無
可
言
者
也
」
と
嘆
息
し
た
が
、
五
精
之
帝
自
髄
を
否
定
し
た

わ

け
で
は
な
い
。
王
粛
が
五
精
之
帝
に
言
及
し
た
例
と
し
て
は
他
に
、
『
通
典
』
巻
五
五
告
禮
に
、
「
禮
、
有
事
於
王
父
、
則
以
王
母
配
、

不
降
於
四
時
常
祀
而
不
配
也
。
且
夫
五
精
之
帝
、
非
重
於
地
、
今
奉
嘉
瑞
以
告
、
而
地
猫
関
、
於
義
未
通
。
以
地
配
天
、
於
義
正
宜
。
」

と
見
え
る
王
粛
議
を
睾
げ
得
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
趣
旨
は
、
地
を
差
し
措
い
て
五
精
之
帝
を
天
と
と
も
に
祭
る
の
は
不
適
切
だ
と
い
う
も

の

で

あ
っ
て
、
五
精
之
帝
自
髄
や
五
精
之
帝
の
祭
祀
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
な
お
、
「
天
…
…
亦
兼
稻
上
帝
。
上
得
包
下
。
五
行
…
…
故
亦
爲
之
上
帝
。
」
と
い
う
王
粛
注
か
ら
は
、
天
と
五
行
神
と
は
と
も
に
上
帝

と
稻
さ
れ
る
が
、
高
次
の
天
が
低
次
の
上
帝
を
包
括
し
て
上
帝
を
兼
禰
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
五
行
神
の
上
帝
が
天
を
僧
稻
す
る
こ
と

は

あ
り
得
な
い
、
と
の
認
識
を
演
繹
で
き
る
。
た
だ
し
、
五
行
神
の
上
帝
は
天
帝
で
は
な
い
と
い
う
結
論
ま
で
は
導
き
出
せ
な
い
。
王
粛

の

天
観
は

明
確
だ
が
、
天
帝
観
は
曖
昧
な
の
で
あ
る
、
。

　
五
人

帝
に
つ
い
て
は
、
『
孔
子
家
語
』
本
文
は
「
古
之
王
者
、
易
代
而
改
號
、
取
法
五
行
」
、
「
其
爲
明
王
者
、
而
死
配
五
行
。
是
以
太

峰
配
木
、
…
…
」
、
「
五
行
佐
成
上
帝
而
稻
五
帝
。
太
峰
之
属
配
焉
、
亦
云
帝
、
從
其
號
」
と
記
し
、
王
粛
は
こ
れ
に
「
黄
帝
之
属
故
亦
稻

帝
、
蓋
從
天
五
帝
之
號
」
と
注
す
る
。
す
な
わ
ち
、
地
上
に
お
け
る
五
行
の
法
則
に
よ
り
大
峰
・
黄
帝
ら
の
明
王
が
出
現
し
た
が
、
彼
ら

は
死

後
に
は
天
の
五
行
の
精
神
（
五
精
之
帝
・
天
五
帝
）
に
配
さ
れ
、
其
の
五
帝
の
稻
號
を
許
さ
れ
る
。
こ
れ
が
五
人
帝
の
由
來
の
あ
ら

ま
し
で
あ
る
。

　
王
粛
は
五
帝
‖
五
人
帝
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
王
粛
説
で
は
五
帝
と
は
天
上
に
存
在
す
る
五
行
神
（
五
精
之
帝
）
な
の
で
あ
る
。

五
人

帝
も
五
帝
と
呼
ば
れ
、
祭
祀
を
享
け
る
が
、
そ
れ
は
五
行
神
に
從
属
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
王
粛
説
に
よ
る
明
堂
祭
祀
が
行
わ
れ
る

な
ら
ば
、
五
行
神
を
祭
祀
封
象
と
し
、
五
人
帝
・
五
人
神
が
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
晋
初
の
群
臣
が
、
「
五
帝
即
天
也
。
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五
氣
時
異
、
故
殊
其
號
。
錐
名
有
五
、
其
實
一
神
」
と
し
、
明
堂
の
祭
祀
封
象
を
昊
天
上
帝
の
み
と
し
た
の
は
、
王
粛
説
の
趣
意
と
は
異

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
粛
が
天
を
唯
一
至
尊
と
し
、
五
帝
‖
五
行
神
は
「
天
有
」
と
規
定
し
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
か
ら
、
唯
一
不

可

分
の
天
に
属
す
る
と
い
う
意
味
で
は
五
帝
は
天
の
一
部
で
あ
り
、
明
堂
に
上
帝
を
祭
祀
す
る
な
ら
、
至
尊
の
天
1
1
昊
天
上
帝
を
の
み
祭

祀
す
べ
し
、
と
短
絡
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
行
神
に
つ
い
て
は
王
粛
も
具
禮
的
に
は
語
ら
ず
、
現
實
の
祭
祀
封
象
と
し
て
は
極
め
て
イ
メ

ー
ジ
し
難
い
未
知
の
神
神
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
清
の
黄
以
周
は
そ
の
著
『
禮
書
通
故
』
の
中
で
、
「
王
粛
改
定
『
家
語
』
、
五
天
帝
爲
五
行
之
神
、
其
祭
配
以
五
人
帝
・
五
人
神
。
此
實

與
鄭
（
玄
）
同
義
、
蓋
師
説
相
博
有
自
、
王
粛
不
敢
壼
改
也
。
…
…
申
王
説
者
、
謂
五
帝
即
天
、
實
一
神
、
或
謂
五
帝
即
五
人
帝
、
亦
非

王

意
・
㌦
と
述
べ
る
・
藷
の
『
孔
子
家
語
』
改
定
の
眞
鳴
は
措
き
・
黍
説
で
は
祭
祀
封
象
は
五
行
神
で
あ
り
、
五
人
帝
・
五
人
神
は

配

祀
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
王
粛
は
鄭
玄
と
同
様
の
祭
祀
シ
ス
テ
ム
を
措
承
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
王
學
派
が
五
帝
を
天
、
あ
る
い
は

五
人

帝
と
解
繹
す
る
の
は
王
粛
の
五
帝
説
に
封
す
る
認
識
不
足
で
あ
る
こ
と
等
は
至
當
の
指
摘
で
あ
る
。
特
に
、
王
粛
説
が
鄭
玄
説
と
同

じ
祭
祀
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
と
の
指
摘
は
注
目
に
値
す
る
。
王
粛
は
決
し
て
漢
代
の
禮
制
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
天

界

で
五
行

を
司
る
五
天
帝
を
重
視
し
た
鄭
玄
の
祭
祀
シ
ス
テ
ム
を
む
し
ろ
尊
重
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
王
粛
は
、
感
生
帝
説
や
六
天
説

と
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
璽
威
仰
等
の
五
天
帝
を
廃
し
て
、
五
行
神
な
る
神
神
を
新
た
に
設
置
し
た
が
、
五
行
神
の
概
念
が
未
確
定
で
一

般
的
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
が
故
に
、
復
古
を
目
論
ん
だ
と
後
世
に
於
い
て
誤
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

王
粛
が
鄭
玄
の
祭
祀
シ
ス
テ
ム
に
着
目
し
た
の
は
、
そ
れ
が
示
す
天
界
に
於
け
る
権
力
構
造
の
明
確
さ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
鄭
玄
の

認
識
に

於

い
て

は
、
天
界
は
昊
天
上
帝
を
頂
鮎
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
を
形
成
し
て
お
り
、
五
天
帝
は
最
初
か
ら
天
界
の
諸
侯
と
し
て

太
微

中
に
居
所
を
構
え
て
五
行
を
支
配
す
る
。
天
界
と
人
界
と
は
峻
別
さ
れ
、
人
界
の
明
王
だ
っ
た
五
人
帝
は
天
界
で
は
官
僚
と
し
て
五
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天

帝
の
配
下
に
組
み
込
ま
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
諸
侯
で
あ
る
五
天
帝
に
成
り
代
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
封
し
、
漢
代
の
祭
祀
シ
ス
テ
ム

で

は
、
人
界
の
帝
王
だ
っ
た
五
人
帝
が
死
後
も
滅
亡
王
朝
の
二
王
三
恪
の
ご
と
く
禮
遇
さ
れ
、
天
界
で
客
分
と
し
て
五
行
管
掌
の
役
割
を

委
任
さ
れ
る
。
漢
代
の
シ
ス
テ
ム
は
経
典
の
傳
え
る
殿
周
時
代
の
封
建
髄
制
的
世
界
観
の
反
映
で
あ
り
、
｝
方
の
鄭
玄
の
シ
ス
テ
ム
は
目

の

當
た
り
に
す
る
漢
代
の
郡
國
髄
制
的
世
界
観
の
反
映
で
あ
る
。

　
王

粛
は
鄭
玄
の
シ
ス
テ
ム
を
纏
承
獲
展
さ
せ
、
天
の
諸
侯
で
あ
る
五
天
帝
を
追
放
し
て
天
の
官
僚
で
あ
る
五
行
神
を
据
え
た
こ
と
に
よ

り
、
感
生
帝
説
の
帯
び
る
非
合
理
性
や
六
天
説
の
内
包
す
る
君
主
権
相
封
化
の
危
瞼
性
を
除
去
し
、
唯
一
絶
封
の
君
主
を
頂
鮎
と
す
る
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
構
造
に
よ
り
純
化
し
た
。
王
粛
は
軍
な
る
後
漢
時
代
の
質
達
・
馬
融
等
に
代
表
さ
れ
る
傳
統
的
経
解
の
祖
述
者
で
は
な
く
、
現

實
の
社
會
を
直
視
す
る
政
治
的
人
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
摯
虞
の
明
堂
改
制
論
と
五
帝
説
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晋

の

元
康
元
年
（
二
九
一
）
、
か
ね
て
よ
り
筍
顕

○

～
三
〇
〇
）
は
よ
う
や
く
そ
の
事
業
を
完
成
し
、

議
が
含
ま
れ
て
い
た
。

（
？
～
二
七
四
）
等
の
撰
し
た
『
新
禮
』
の
検
討
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
摯
虞
（
二
五

愛
更

黙
等
を
上
奏
し
た
，
。
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
明
堂
の
祭
祀
封
象
愛
更
の
提

漢
魏
故
事
、
明
堂
祀
五
帝
之
神
。
『
新
禮
』
、
五
帝
即
上
帝
、
即
天
帝
也
，
。
明
堂
除
五
帝
之
位
、
惟
祭
上
帝
。



案
仲
尼
稻
「
郊
祀
后
稜
以
配
天
、
宗
祀
文
王
於
明
堂
以
配
上
帝
」
。
『
周
禮
』
（
春
官
宗
伯
．
典
瑞
）
「
祀
天
旅
上
帝
」
、
「
祀
地
旅

四
望
。
」
望
非
地
、
則
上
帝
非
天
、
断
可
識
　
。

郊
丘
之

祀
、
掃
地
而
祭
、
牲
用
繭
栗
、
器
用
陶
鉋
、
事
反
其
始
、
故
配
以
遠
祖
。
明
堂
之
祭
、
備
物
以
薦
、
玉
牲
拉
陳
、
蓬
豆
成
列
、

禮
同
人
鬼
、
故
配
以
近
考
。
郊
・
堂
兆
位
、
居
然
異
鵠
、
牲
牢
品
物
、
質
文
殊
趣
。
且
祖
．
考
同
配
、
非
謂
尊
嚴
之
美
、
三
日
再
祀
、

非
謂
不
顯
之
義
、
其
非
一
神
、
亦
足
明
突
。

昔
在
上
古
、
生
爲
明
王
、
没
則
配
五
行
、
故
太
昊
配
木
、
神
農
配
火
、
少
昊
配
金
、
頴
項
配
水
、
黄
帝
配
土
。
此
五
帝
者
、
配
天
之

神
、
同
兆
之
於
四
郊
、
報
之
於
明
堂
。
祀
天
、
大
裏
而
星
、
祀
五
帝
亦
如
之
（
『
周
禮
』
春
官
宗
伯
．
司
服
）
。

或
以
爲
五
精
之
帝
、
佐
天
育
物
者
也
。
前
代
相
因
、
莫
之
或
廃
、
音
初
始
從
異
議
。
庚
午
（
泰
始
二
年
、
二
六
六
）
詔
書
、
明
堂
及

南
郊
除
五
帝
之
位
、
惟
祀
天
神
、
『
新
禮
』
奉
而
用
之
。

前
太
瞥
令
韓
楊
上
書
、
宜
如
奮
祀
五
帝
。
太
康
十
年
（
二
八
九
）
、
詔
已
施
用
。
宜
定
『
新
禮
』
、
明
堂
及
郊
祀
五
帝
如
菖
儀
。
。

　
第
一
段
落
で
は
、
漢
魏
の
明
堂
の
祭
祀
封
象
が
等
し
く
五
帝
で
あ
っ
た
こ
と
、
『
新
禮
』
で
そ
れ
を
上
帝
に
饗
更
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

な
お
、
第
一
節
で
見
た
通
り
漢
と
魏
と
で
は
實
は
五
帝
の
内
容
が
異
な
り
、
漢
の
五
帝
は
五
人
帝
で
あ
り
、
魏
の
五
帝
は
五
天
帝
で
あ
つ

た

が
、
そ
の
相
違
は
意
圖
的
に
黙
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
段
落
は
三
段
論
法
で
天
と
上
帝
と
が
異
な
る
こ
と
を
述
べ
、
第
三
段
落
で
は
郊
と
明
堂
と
の
祭
祀
が
、
祭
壇
．
犠
牲
．
祭
具
等
で

様

相
を
全
く
異
に
し
て
お
り
、
祭
祀
封
象
が
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
、
郊
の
祭
祀
封
象
が
天
で
あ
り
、
明
堂
の
そ
れ
は
上
帝
で
あ

る
こ
と
を
論
讃
す
る
。
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第
四
段
落
で
は
、
前
節
で
見
た
『
孔
子
家
語
』
五
帝
篇
を
引
用
し
て
、
「
此
五
帝
」
と
「
此
」
で
限
定
さ
れ
、
五
天
帝
の
五
帝
と
匝
別

さ
れ
た
五
人
帝
の
五
帝
が
郊
と
明
堂
と
の
雨
方
の
祭
祀
に
等
し
く
配
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
『
周
禮
』
を
引
用
し
て
、
郊
・
明
堂
の
祭
祀

が

同
等
の
債
値
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
な
お
、
「
配
天
之
神
」
の
「
天
」
は
廣
義
の
天
で
挾
義
の
天
と
上
帝
と
の
雨
方
を
包
含
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
第
五
段
落
で
は
『
孔
子
家
語
』
五
帝
篇
王
粛
注
の
「
五
帝
、
五
行
之
神
、
佐
天
生
物
者
。
」
を
「
五
精
之
帝
、
佐
天
育
物
者
也
。
」
と
言

い
換

え
て
、
五
帝
即
ち
五
人
帝
と
主
張
し
た
と
誤
解
さ
れ
が
ち
な
王
粛
の
所
説
を
明
確
に
す
る
。
前
節
で
見
た
通
り
、
王
粛
説
は
五
帝
と

は

五
行
神
で

あ
り
、
そ
れ
は
五
精
之
帝
と
同
義
で
、
上
帝
と
も
稻
さ
れ
る
と
論
述
し
て
お
り
、
實
は
鄭
玄
の
五
帝
説
と
構
造
的
に
相
違
が

な
い
が
、
摯
虞
は
そ
れ
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
魏
は
鄭
玄
説
に
基
づ
き
、
明
堂
に
五
天
帝
を
祭
祀
し
た
が
、
王
粛
説

で

も
ほ
ぼ
五
天
帝
と
同
義
の
五
精
之
帝
を
祭
祀
す
る
こ
と
に
な
る
。
摯
虞
は
晋
初
の
改
革
が
鄭
玄
説
の
み
な
ら
ず
、
改
革
を
断
行
し
た
群

臣
が
信
奉
し
て
理
論
的
支
柱
と
し
た
筈
の
王
粛
説
か
ら
も
逸
脱
し
た
愚
行
だ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
最
後
に
摯
虞
は
明
堂
及
び
郊
で
の
五
帝
祭
祀
の
復
活
を
提
議
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
ま
で
の
論
旨
か
ら
、
摯
虞
の
提
言
す
る

五
帝
祭
祀
復
活
は
郊
と
明
堂
と
で
は
様
相
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
堂
で
は
祭
祀
封
象
を
昊
天
上
帝
か
ら
五
帝
に
饗
更

す
る
が
、
郊
で
は
祭
祀
封
象
は
昊
天
上
帝
の
ま
ま
で
、
五
人
帝
を
配
祀
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
明
堂
祭
祀
の
攣
更
は
、
王
粛
説
を
正
確
に
反
映
し
た
五
行
神
（
五
精
之
帝
）
祭
祀
の
創
始
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
摯
虞
は
禮
制
改
革
論
議
の
中
で
は
概
ね
王
粛
説
に
賛
意
を
示
す
か
ら
だ
。
例
え
ば
六
宗
の
祭
祀
を
巡
っ
て
王
粛
が
『
易
』
乾
坤
の

六
子

（
水
・
火
・
雷
嵐
・
山
・
澤
）
と
し
て
そ
の
祭
祀
廃
絶
案
を
退
け
た
の
と
同
様
の
考
え
方
を
摯
虞
も
示
す
靭
ま
た
・
喪
服
の
問

題
で

も
摯
虞
は
王
粛
説
に
賛
同
す
る
〔
。
そ
も
そ
も
西
晋
王
朝
に
お
い
て
は
、
禮
制
に
關
し
て
王
粛
説
に
反
封
し
辛
い
ム
ー
ド
が
漂
っ
て

一
ll8



い

た
。
し
た
が
っ
て
、
摯
虞
が
王
粛
説
を
忠
實
に
信
奉
し
て
明
堂
に
五
行
神
の
祭
壇
を
設
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
鄭
玄
説
に
基
づ
く
魏
制
の
五
天
帝
祭
祀
の
復
活
を
示
唆
し
た
と
解
稗
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
宜

如
奮
祀
五
帝
」
と
す
る
韓
楊
の
上
書
の
内
容
が
、
太
康
一
〇
年
に
詔
に
よ
っ
て
已
に
施
用
せ
ら
れ
、
摯
虞
の
上
奏
に
「
明
堂
及
郊
祀

五
帝
如
奮
儀
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
明
堂
祭
祀
の
愛
更
を
魏
制
へ
の
回
蹄
と
理
解
す
る
方
が
自
然
だ
か
ら
だ
。
ま
た
、
摯
虞
が
皇
甫
誼
の

高
弟
で
あ
っ
た
経
歴
。
も
感
生
帝
で
あ
る
五
天
帝
の
復
活
の
可
能
性
を
高
め
る
要
因
に
な
り
得
る
。
皇
甫
識
は
そ
の
著
『
帝
王
世
紀
』
に

お

い

て
、
歴
史
理
論
と
し
て
五
行
説
に
よ
る
王
朝
交
替
理
論
（
五
徳
終
始
説
）
と
感
生
帝
説
と
を
全
面
的
に
採
用
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
、
。

こ
の
鮎
で
皇
甫
謡
は
鄭
玄
に
與
み
す
る
側
で
あ
り
、
故
に
皇
甫
謡
の
薫
陶
を
受
け
た
摯
虞
が
感
生
帝
に
他
な
ら
な
い
五
天
帝
の
存
在
を
否

定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
す
る
見
解
に
信
恩
性
を
與
え
る
。
摯
虞
の
信
奉
す
る
五
帝
説
が
那
邊
に
あ
る
か
は
感
生
帝
説
の
有
無
に
よ
っ
て

判
断
す
る
他
な
い
が
、
資
料
の
限
界
の
た
め
残
念
な
が
ら
、
現
状
で
は
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

四

南
北
朝
惰
唐
時
代
の
明
堂
改
制
論
と
五
帝
説
－
結
語
に
代
え
て
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南
北
朝
の
諸
王
朝
を
通
じ
て
明
堂
儀
禮
に
關
し
、
し
ば
し
ば
鄭
玄
・
王
粛
の
禮
説
の
異
同
が
議
論
さ
れ
た
が
、
祭
祀
封
象
は
一
貫
し
て

疑

問
の
除
地
な
く
竃
仰
等
の
五
天
帝
で
あ
っ
㌦
こ
の
歴
史
的
事
實
は
摯
虞
が
蚕
儀
」
と
し
て
想
定
す
る
の
が
、
五
天
帝
祭
祀
の

復
活
で
あ
っ
た
こ
と
の
傍
誰
と
な
り
得
る
。
た
だ
し
、
劉
宋
時
代
に
作
ら
れ
た
『
明
堂
歌
』
中
の
「
五
帝
歌
」
に
登
場
す
る
五
帝
は
太
微

中
に
居
所
を
有
し
、
四
時
の
順
調
な
運
行
に
配
慮
す
る
五
行
の
神
神
で
あ
り
、
ま
さ
に
璽
威
仰
等
の
太
微
五
帝
と
認
識
す
る
他
な
い
が
、



感
生
帝
説
を
窺
わ
せ
る
描
爲
は
皆
無
で
、
璽
威
仰
等
の
名
構
も
片
鱗
す
ら
見
い
出
せ
な
い
（
。

　
王
粛
の
五
行
神
と
し
て
の
五
帝
は
、
感
生
帝
説
及
び
そ
れ
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
璽
威
仰
等
の
要
素
を
除
去
す
れ
ば
、
鄭
玄
の
五
天
帝

に

そ
っ
く
り
な
の
だ
か
ら
、
璽
威
仰
等
の
名
稻
を
外
せ
ば
、
鄭
玄
・
王
粛
の
五
帝
説
は
そ
の
機
能
と
構
造
と
に
お
い
て
見
分
け
が
つ
か
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
劉
宋
の
明
堂
に
祭
祀
さ
れ
た
五
帝
が
い
ず
れ
の
説
の
五
帝
か
と
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
鄭
玄
は
明
堂
に

お

け
る
五
帝
祭
祀
の
意
義
を
感
生
帝
説
に
求
め
た
の
だ
か
ら
、
感
生
帝
で
は
な
く
軍
な
る
四
時
運
行
を
司
る
だ
け
の
五
行
神
と
し
て
の
五

帝
を
祭
祀
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
鄭
玄
説
で
は
な
く
王
粛
説
に
よ
る
五
帝
だ
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
雨
者
を
見
極
め
る
の
は
甚
だ

困
難
で
あ
る
。

　
唐
代
に

於

い
て

も
明
堂
の
祭
祀
封
象
の
議
論
は
依
然
紛
糾
を
極
め
た
，
。
た
だ
し
、
儀
鳳
二
年
（
六
七
七
）
七
月
に
太
常
少
卿
の
章
萬

石
が

行
っ
た
奏
上
に
は
、
「
明
堂
大
享
、
准
古
禮
鄭
玄
義
、
祀
五
天
帝
、
王
粛
義
、
祀
五
行
帝
。
」
、
と
の
正
確
な
認
識
が
示
さ
れ
る
が
、

唐
代
三
大
禮
の
う
ち
、
太
宗
期
の
『
貞
観
禮
』
は
鄭
玄
義
に
依
っ
て
五
天
帝
を
祭
祀
す
る
と
し
た
の
に
封
し
、
高
宗
の
制
定
し
た
『
顯
慶

禮
』
は
昊
天
上
帝
を
祭
祀
す
る
と
し
て
、
巫
日
初
の
群
臣
同
様
に
王
粛
説
を
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
。
高
宗
期
に
は
さ
ら
に
乾
封
二
年
（
六
六

七
）
に
五
帝
祭
祀
に
愛
更
さ
れ
な
が
ら
、
昊
天
上
帝
が
兼
祀
さ
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
則
天
武
后
期
に
は
、
正
禮
で
は
五
方
帝

を
祀
り
、
祖
先
神
と
五
人
帝
・
五
官
神
と
だ
け
を
從
祀
す
る
と
さ
れ
た
が
、
天
授
二
年
（
六
九
一
）
以
後
、
そ
れ
に
昊
天
上
帝
と
皇
地
祇

と
が
祭
祀
封
象
に
加
え
ら
れ
、
玄
宗
期
に
制
定
さ
れ
た
『
開
元
禮
』
で
は
「
季
秋
大
享
明
堂
、
祀
昊
天
上
帝
、
以
容
宗
大
聖
眞
皇
帝
配
坐
。

又
以
五
方

帝
・
五
帝
・
五
官
從
祀
」
、
と
さ
れ
る
。
鄭
玄
・
王
粛
両
學
派
の
め
ま
ぐ
る
し
い
閲
ぎ
あ
い
が
窺
え
る
が
、
王
粛
學
派
が
王
粛

の

五
帝
説
を
五
帝
1
1
昊
天
上
帝
説
と
誤
解
し
た
結
果
、
王
粛
の
五
帝
1
1
五
行
神
説
は
埋
没
し
、
以
後
歴
代
の
明
堂
論
に
於
い
て
殆
ど
言
及
さ

れ
な
く
な
る
。
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王

粛
の
五
帝
説
は
五
行
神
を
指
し
、
附
属
的
に
五
人
帝
を
も
指
す
重
層
的
な
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
行
神
の
概
念
に
つ
い

て

は
、
王
粛
は
そ
れ
を
語
る
こ
と
が
鹸
り
に
も
少
な
く
、
ま
た
感
生
帝
説
の
要
素
の
有
無
を
除
い
て
鄭
玄
の
五
天
帝
の
概
念
と
判
別
が
つ

か

な
い
曖
昧
性
の
た
め
、
殆
ど
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
い
に
は
、
五
帝
は
天
に
非
ず
と
王
粛
自
身
が
明
言
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の

五
帝
説
は
こ
と
も
あ
ろ
う
に
五
帝
1
1
天
説
と
誤
解
さ
れ
て
定
着
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
魏
晋
の
明
堂
改
制
論
は
、
一
見
平
易

な
そ
の
外
観
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
誤
解
を
招
く
論
題
を
内
包
す
る
厄
介
極
ま
る
難
問
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（1

）

注
A　 A　　　　　 A　A
）　 ）　 ）　 ）　）　）

私
の

明
堂
に
關
す
る
論
考
は
、
南
澤
良
彦
『
南
北
朝
惰
唐
明
堂
研
究
』
（
京
都
、
京
都
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
一
二
年
）
に
集
積

さ
れ
て
お
り
、
魏
晋
の
明
堂
の
問
題
は
、
第
一
章
第
二
節
及
び
第
七
章
第
二
節
に
詳
述
さ
れ
る
が
、
本
論
考
に
よ
っ
て
そ
の
論
旨

は
大
幅
に
修
正
さ
れ
る
。

〔南
朝
梁
〕
沈
約
『
宋
書
』
巻
一
六
禮
志
三
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
、
四
一
九
～
四
二
〇
頁
。

〔南
朝
宋
〕
萢
曄
『
後
漢
書
』
（
〔
晋
〕
司
馬
彪
『
績
漢
書
』
）
祭
祀
志
中
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
）
、
三
一
七
七
頁
。

古
橋
紀
宏
『
魏
晋
時
代
に
お
け
る
禮
學
の
研
究
』
（
東
京
、
東
京
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
〇
六
年
）
、
五
二
～
五
五
頁
を
参
照
。

『
禮
記
』
大
博
鄭
玄
注
、
〔
清
〕
院
元
刻
『
十
三
経
注
疏
』
本
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
、
一
五
〇
六
頁
。

魏
の
禮
制
改
革
と
高
堂
隆
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
古
橋
前
掲
論
文
、
三
八
～
三
九
頁
を
参
照
。

『
宋
書
』
巻
一
六
禮
志
三
、
四
二
三
頁
。
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（8
）

（9
）

（1
0
）

（1
1
）

（1
2
）

（　　 （
14　13
）　　 ）

王
粛
の
感
生
帝
説
批
判
に
つ
い
て
は
、
南
澤
良
彦
「
王
粛
の
政
治
思
想
」
（
京
都
大
學
中
國
哲
學
史
研
究
會
『
中
國
思
想
史
研
究
』

第
一
〇
號
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

た

と
え
ば
、
〔
唐
〕
孔
穎
達
『
禮
記
正
義
』
巻
二
五
郊
特
牲
、
院
刻
『
十
三
経
注
疏
』
本
、
一
四
四
四
頁
、
「
買
逡
・
馬
融
・
王
粛

之

等
、
以
五
帝
非
天
。
唯
用
『
家
語
』
之
文
、
謂
大
峰
・
炎
帝
・
黄
帝
五
人
之
帝
属
。
」
や
〔
唐
〕
魏
徴
等
『
惰
書
』
巻
六
禮
儀

志
↓
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
三
年
）
、
一
〇
七
頁
、
「
唯
有
昊
天
、
無
五
精
之
帝
。
而
一
天
歳
二
祭
、
壇
位
唯
一
。
圓
丘
之

祭
、
即
是
南
郊
、
南
郊
之
祭
、
即
是
圓
丘
。
日
南
至
、
於
其
上
以
祭
天
、
春
又
一
祭
、
以
祈
農
事
、
謂
之
二
祭
、
無
別
天
也
。
五

時
迎
氣
、
皆
是
祭
五
行
之
人
帝
太
埠
之
属
、
非
祭
天
也
。
天
稻
皇
天
、
亦
稻
上
帝
、
亦
直
稻
帝
。
五
行
人
帝
亦
得
稻
上
帝
、
但
不

得
稻

天
。
故
五
時
迎
氣
及
文
・
武
配
祭
明
堂
、
皆
祭
人
帝
、
非
祭
天
也
。
此
則
王
學
之
所
宗
也
。
」
等
が
睾
げ
ら
れ
る
。

『
禮
記
』
大
傳
鄭
玄
注
、
院
刻
『
十
三
経
注
疏
』
本
、
一
五
〇
六
頁
。

『
周
易
』
説
卦
傳
、
「
帝
出
乎
震
。
…
…
萬
物
出
乎
震
。
震
、
東
方
也
。
」
、
院
刻
『
十
三
経
注
疏
』
本
、
九
四
頁
。

「佐
」
、
孫
校
、
「
『
佐
』
下
疑
奪
『
天
』
字
。
」
、
『
禮
記
正
義
』
（
『
十
三
経
注
疏
』
、
北
京
、
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
一

五
〇
七

頁
。
孫
校
は
〔
清
〕
孫
志
祖
校
（
校
汲
古
閣
本
）
を
指
す
。

〔唐
〕
孔
穎
達
『
禮
記
正
義
』
巻
四
六
祭
法
、
院
刻
『
十
三
経
注
疏
』
本
、
一
五
八
七
頁
、
所
引
〔
魏
〕
王
粛
『
聖
讃
論
』
。

『
孔
子
家
語
』
は
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
本
（
内
府
藏
本
）
を
底
本
と
し
、
適
宜
諸
本
と
の
異
同
を
注
記
す
る
。
校
勘
に
使
用
し

た
版
本
は
、
『
四
部
叢
刊
』
初
編
影
印
明
覆
宋
刊
本
、
『
四
部
備
要
』
操
〔
明
〕
毛
晋
汲
古
閣
排
印
本
、
香
港
大
學
漏
平
山
圖
書
館

藏

〔清
〕
銭
曾
影
紗
宋
本
『
孔
氏
家
語
』
（
以
下
、
銭
本
と
簡
稻
す
る
）
及
び
〔
日
本
〕
寛
永
本
で
あ
る
。
銭
本
に
つ
い
て
は
、

銭
曾

『讃
書
敏
求
記
』
巻
｝
経
部
に
、
「
王
粛
註
家
語
十
巻
。
此
從
東
披
居
士
所
藏
北
宋
菓
本
繕
鴬
。
流
俗
本
註
中
脱
誤
弘
多
、
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幾
不
堪
讃
。
予
昔
藏
南
宋
刻
、
亦
不
如
此
本
之
佳
也
。
」
と
記
さ
れ
、
『
四
庫
全
書
』
本
と
は
異
な
る
傳
承
の
宋
本
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
ま
た
寛
永
本
は
、
「
日
本
博
士
家
所
傳
王
（
粛
）
注
全
本
」
（
太
宰
純
「
『
増
注
孔
子
家
語
』
序
」
、
『
増
注
孔
子
家
語
』
、
寛
保
二
年

　
　
　
（
一
七
四
二
）
、
嵩
山
房
、
巻
首
第
二
丁
裏
）
と
さ
れ
、
元
和
年
間
（
一
六
一
五
～
一
六
二
四
）
に
、
活
字
を
用
い
て
刊
行
さ
れ

　
　
た

所
謂
元
和
本

（古
活
字

本
）
を
、
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
に
京
都
の
風
月
宗
智
が
訓
鮎
を
加
え
て
整
版
に
よ
る
覆
刻
を
行

　
　

っ

た

版
本
で
あ
り
、
或
い
は
中
國
で
は
失
わ
れ
た
系
統
の
版
本
の
可
能
性
が
あ
る
。

（
1
5
）
「
木
火
金
水
土
」
、
『
四
部
叢
刊
』
本
・
『
四
部
備
要
』
本
作
「
水
火
金
木
土
」
。

（
1
6
）
「
佐
天
生
物
者
後
世
」
、
『
四
部
叢
刊
』
本
・
『
四
部
備
要
』
本
作
「
佐
生
物
者
而
」
。

（
1
7
）
「
法
」
字
、
銭
本
作
「
襖
」
、
以
下
同
。

（
1
8
）
「
上
得
包
下
」
、
銭
本
及
寛
永
本
同
、
『
四
部
叢
刊
』
本
・
『
四
部
備
要
』
本
作
「
上
天
以
其
」
。

（
1
9
）
「
爲
之
上
帝
」
、
銭
本
及
寛
永
本
同
、
『
四
部
叢
刊
』
本
・
『
四
部
備
要
』
本
作
「
爲
帝
五
帝
」
。

（
2
0
）
「
祭
禮
」
、
銭
本
同
、
寛
永
本
作
「
祭
祀
」
、
『
四
部
叢
刊
』
本
・
『
四
部
備
要
』
本
作
「
祭
社
」
。

（
2
1
）
王
粛
注
『
孔
子
家
語
』
巻
六
・
五
帝
第
二
四
（
『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
子
部
・
儒
家
類
、
毫
北
、
量
溝
商
務
印
書
館
、
一
九

　
　

八
六
年
、
第
六
九
五
冊
）
、
五
七
～
五
八
頁
。

（
2
2
）
〔
唐
〕
杜
佑
『
通
典
』
巻
五
五
禮
一
五
告
禮
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
）
、
三
一
五
頁
。

（
2
3
）
古
橋
前
掲
論
文
は
、
「
五
帝
と
は
、
一
義
的
に
は
、
五
人
帝
で
は
な
く
、
五
行
の
神
の
こ
と
を
言
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
大
曄
ら

　
　

五
人
帝
は
、
死
後
五
行
に
配
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
ま
た
五
帝
と
稽
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
從
っ
て
、
正
確
に
は
、
王
粛
の
五
帝
は
、

　
　

五
行
の
神

と
、
そ
れ
に
配
さ
れ
る
五
人
帝
と
な
る
。
」
と
正
確
に
指
摘
す
る
が
、
績
け
て
「
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
五
帝
は
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25　24
（2
6
）

28　27

天
帝

で
は

な
い
と
い
う
黙
で
、
鄭
玄
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
」
（
以
上
共
に
四
六
頁
）
と
述
べ
る
の
は
、
五
行
の
神
は
上
帝
と
稻
さ

れ

る
か
ら
に
は
天
帝
で
は
な
い
と
言
い
切
れ
な
い
と
い
う
黙
で
、
本
論
考
の
論
旨
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

〔清
〕
黄
以
周
『
禮
書
通
故
』
第
一
二
郊
禮
通
故
一
（
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
、
六
一
一
頁
。

〔唐
〕
房
玄
齢
『
音
書
』
巻
一
九
禮
志
上
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
、
に
、
「
及
晋
國
建
、
文
帝
又
命
筍
顕
因
魏
代
前

事
、
撰
爲
『
新
禮
』
、
参
考
今
古
、
更
其
節
文
、
羊
砧
・
任
榿
・
庚
峻
・
雁
貞
拉
共
刊
定
、
成
百
六
十
五
篇
、
奏
之
。
太
康
初
、

尚
書
僕
射
朱
整
奏
付
尚
書
郎
摯
虞
討
論
之
。
」
（
五
八
一
頁
）
及
び
「
虞
討
論
『
新
禮
』
詑
、
以
元
康
元
年
上
之
。
所
陳
惟
明
堂
五

帝
・
二
社
六
宗
及
吉
凶
王
公
制
度
、
凡
十
五
篇
。
有
詔
可
其
議
。
後
虞
與
傅
成
績
績
其
事
、
寛
未
成
功
。
中
原
覆
没
、
虞
之
『
決

疑
注
』
、
是
其
遺
事
也
。
」
（
五
八
二
頁
）
と
見
え
る
。

「
『
新
禮
』
、
五
帝
即
上
帝
、
即
天
帝
也
」
の
一
文
は
、
『
通
典
』
春
四
四
禮
四
大
享
明
堂
、
二
五
一
頁
、
所
引
の
摯
虞
議
が
「
『
新

禮
』
云
、
五
帝
即
上
帝
、
帝
即
天
也
」
に
作
り
、
下
文
に
「
則
上
帝
非
天
、
断
可
識
　
。
」
と
云
う
の
に
依
れ
ば
、
恐
ら
く
は
原

本
は
「
『
新
禮
』
、
五
帝
即
上
帝
、
即
天
也
」
、
或
い
は
「
『
新
禮
』
、
五
帝
即
上
帝
、
上
帝
即
天
也
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
本
論
考
の
行
論
に
直
接
の
影
響
は
な
い
の
で
、
暫
く
現
本
の
ま
ま
で
讃
む
こ
と
に
す
る
。

『
晋
書
』
春
一
九
禮
志
上
、
五
八
七
頁
。

『
晋
書
』
巻
一
九
禮
志
上
、
五
九
六
頁
、
に
「
『
尚
書
』
、
種
干
六
宗
、
諸
儒
互
説
、
往
往
不
同
。
王
葬
以
易
六
子
、
遂
立
六
宗
祠
。

魏

明
帝
時
疑
其
事
、
以
問
王
粛
、
亦
以
爲
易
六
子
、
故
不
廃
。
及
晋
受
命
、
司
馬
彪
等
表
六
宗
之
祀
不
慮
特
立
新
禮
、
於
是
遂
罷

其

祀
。
其
後
摯
虞
奏
之
、
又
以
爲
、
「
案
舜
受
終
、
『
類
干
上
帝
、
種
干
六
宗
、
望
干
山
川
』
（
『
尚
書
』
舜
典
）
、
則
六
宗
非
上
帝

之
神
、
又
非
山
川
之
璽
也
。
…
…
至
景
初
二
年
、
大
議
其
神
、
朝
士
紛
転
、
各
有
所
執
。
惟
散
騎
常
侍
劉
郡
以
爲
萬
物
負
陰
而
抱
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（2
9
）

（3
0
）

（3
1
）

（3
2
）

陽
、
沖
氣
以
爲
和
。
六
宗
者
、
太
極
沖
和
之
氣
、
爲
六
氣
之
宗
者
也
。
『
虞
書
』
謂
之
六
宗
、
『
周
書
』
謂
之
天
宗
。
是
時
考
論
異

同
、
而
從
其
議
。
漢
魏
相
侃
、
著
爲
貴
祀
。
凡
崇
祀
百
神
、
放
而
不
至
、
有
其
興
之
、
則
莫
敢
廃
之
。
宜
定
『
新
禮
』
、
祀
六
宗

如
菖
。
」
詔
從
之
。
」
と
見
え
る
。
な
お
、
王
粛
の
六
宗
説
に
は
二
種
類
あ
っ
て
、
乾
坤
六
子
と
す
る
説
の
他
、
四
時
．
寒
暑
．
日

・
月
・
星
・
水
早
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
王
説
に
依
檬
す
る
に
せ
よ
、
摯
虞
が
王
粛
同
様
六
宗
祭
祀
の
復
活
に
寄
與
し

た

こ
と
は
事
實
で
あ
る
。

『
晋
書
』
巻
一
九
禮
志
上
、
五
八
一
～
五
八
二
頁
、
に
、
「
太
康
初
、
尚
書
僕
射
朱
整
奏
付
尚
書
郎
摯
虞
討
論
之
。
虞
表
所
宜
損
増

日
、
…
…
三
年
之
喪
、
鄭
云
二
十
七
月
、
王
云
二
十
五
月
。
改
葬
之
服
、
鄭
云
服
偲
三
月
、
王
云
葬
詑
而
除
。
纏
母
出
嫁
、
鄭
云

皆
服
、
王
云
從
乎
纏
寄
育
乃
爲
之
服
。
無
服
之
瘍
、
鄭
云
子
生
一
月
芙
之
一
日
、
王
云
以
芙
之
日
易
服
之
月
。
如
此
者
甚
思
。
・

…
臣
以
爲
今
宜
参
采
『
禮
記
』
、
略
取
傳
説
、
補
其
未
備
、
一
其
殊
義
。
可
依
準
王
景
侯
所
撰
『
喪
服
愛
除
』
、
使
類
統
明
正
、
以

断
疑
争
、
然
後
制
無
二
門
、
成
同
所
由
。
」
と
見
え
る
。

『
音
書
』
巻
五
一
摯
虞
傳
、
一
四
一
九
頁
、
に
、
「
摯
虞
字
仲
沿
、
京
兆
長
安
人
也
。
父
模
、
魏
太
僕
卿
。
虞
少
事
皇
甫
識
、
才
學

通
博
、
著
述
不
倦
。
」
と
見
え
る

皇
甫
誼
の
『
帝
王
世
紀
』
の
歴
史
理
論
に
つ
い
て
は
、
南
澤
良
彦
「
『
帝
王
世
紀
』
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
（
日
本
中
國
學
會
『
日

本
中
國
學
會
報
』
第
四
四
集
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

南
北
朝
の
明
堂
に
つ
い
て
は
、
南
澤
良
彦
「
南
朝
宋
時
代
に
お
け
る
明
堂
創
建
と
謝
荘
の
明
堂
歌
」
（
九
州
大
學
中
國
哲
學
研
究

會
『
中
國
哲
學
論
集
』
第
三
三
號
、
二
〇
〇
七
年
）
・
同
「
南
朝
齊
梁
時
代
の
明
堂
」
（
九
州
大
學
大
學
院
人
文
科
學
研
究
院
『
哲

學
年
報
』
第
六
九
輯
、
二
〇
一
〇
年
）
・
同
「
北
魏
と
惰
の
明
堂
」
（
『
哲
學
年
報
』
第
七
〇
輯
、
二
〇
＝
年
）
、
張
一
兵
『
明
堂
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制
度
研
究
』
（
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）
・
同
『
明
堂
制
度
源
流
考
』
（
北
京
、
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）

南
澤
良
彦
「
南
朝
宋
時
代
に
お
け
る
明
堂
創
建
と
謝
荘
の
明
堂
歌
」
、
一
七
～
二
〇
頁
を
参
照
。

唐
代
の
明
堂
に
つ
い
て
は
、
南
澤
良
彦
「
唐
代
の
明
堂
」
（
『
中
國
哲
學
論
集
』
第
三
六
號
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

〔後
音
〕
劉
胸
等
『
奮
唐
書
』
春
二
一
禮
儀
志
↓
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
、
八
二
七
頁
。

『
大
唐
開
元
禮
』
巷
一
序
例
上
（
北
京
、
民
族
出
版
社
影
印
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
一
四
頁
。

を
参
照
。
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